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す
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說
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最
低
赏
鈒
削
度
か
論
じ
て
移
氏
問
驵
に
及
ぶ
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奂

.i
p
潘

C

一
三
〇)

論

說

合

^

M
0
'最
傾
货_銀
制
：度4>
論
じ
：て
移
段
問11
|;
及
ぶ
' 

第
二
^

.

七
八
_.

镀
せ
ら
る
、

V
J

云
ふ
文
字
の
意
義
に
就
て
は
，從
來
幾
多
の
論

#

あ
り
、而
し
て
此
論

#

が
私
、 

.企
業
に
於
け
る
賃
銀
を

•法
律
に
依
て
左
右
す
る
こ

^

の
當
否
と
關
係
を
宥
す
る
こ
と
、
爲
れ 

&

0
蓋
し
憩
法
，上
の
自
由
な
る
も
の
は

m

に
有
形
的
拘

M

に
對
す
る

®

曲
を
意
味
す
る
か
•將 

た
文
如
何
な
、る
方
式
：に

.於
け
る
を
間
は
ず
他
人

 ̂
0 
P
て
、同
樣
の
自
由
を
保
瞪
す
る
に

必

要

 

ビ
す
る
も
の
を
除
き
、總
て
の
支
配
ょ
ぅ
、人
を
し
て
：自
由
な

&

し
む
石
の
意
味
な
る
か
。
若
し 

も
前
遨
の
意

0
亦

'P
ビ
ず
れ
ば
、法
律
を
以
て
、私
入
企
業
に
於
け
る
賃
銀
を
左
右
す
る
も
人
身 

に
何
等
の
束
縛
を
加
^
る
も
の
じ
非
文
單
に
契
約
を
緑
結
す
る
採
律
土
の
能
力
を
制
限
す
る 

4
0
の
な
る

■以
上
は
之

.を
B

ズ
自
珐
を

.侵
害

-:
1
>

 ̂

>
9
ど
す
可
か
ら
ず
。
又
自
由
を
以
て
、̂
«
の 

意
義
な

6
. 

Sす
れ
ば
、最
低
，賃
銀
制
度
の
.如
.き
、代
價
の
最
低
な
る
市
場
に
於
て
勞
顿
を
薄

4

ん 

S

す
る
傭
者
の

a

由
と
其
與
ベ

ら

る 

> 
所
に
對
し
て
、勞

.働
を

f

ん
ビ
す
る
勞
働
者
の

自

曲

 

€
に
_

«
を
及
從
す
も

'の
^

せ
ざ
る
可
か

.ら
ず
。，
合
衆
國
高
等
法
院
は
從
來
後
潘
の
解
释
を 

以
て
、最
低
賃
銀
公
宛
の
問

•題に臨み、
斯くて此制赝の實親を囷難ならしめた.
固ょ
 

办
多
數
の
聯
邦
州
に
於
て
は
、憲
法
に
認
め
ら
れ
た
る
契
約
の
自
由
は
成
年

^

子
に
肢
ら
る
、
 

省

Q

 

R
し
て
，女
子
の
如
き
、兒
童
の
如
き
は
、共

]:
國
家
保

_

の
下
に
居
り
、隨
て
法
律
は
適
常
と

'

認

む

る
所
に

依
^

I
K

約
を
.締
結
す
る
の

自
由
に
：：予
费
&
:加
ふ
る
を
•得

ベ
く
、是
れ
私

.人

企
業
に 

'

使
役

.

せ
ら
る

. 

>女
子

兒

•«
の
貴
銀
を
公
定
す

る
.法

®

が
成
年
男
子
の
賃
銀

—

を

公
定

す
る

法
律 

に
：對

す

る

が

如
&

、寧

法

土

の反
：：

對

を
蒙
ら

.ざ
る
を
得
る

‘所
以
な

t

此
事
情
に
艦
み
、

又
女
子 

.並
：
に
少
年

.

の
產
業
；上

に
掠
奪
せ
ら
る
、
の

■

旗
.

®

に
徵
し
、合
：衆
國
，に
：於
て
は
、グ

キ

ク

ト

リ

ア

並
. 

に
英
國
‘に

行

は

る
；
、

.
所

^

據
办

、女
子
並
に

少
年
に

の
み
適
用
せ
ら
る
、

最
低
賃
銀

法
を
制
宠 

す
る
：
の
議
論
は
次
：第
：に
高

き

を

加
へ
た
办
。

.

然
：れ
ど
も
經
濟
上
の
理

.

s

i
り
.云

ふ
と
き

は
、
^
 

子
の
®
銀
の
低
廉

衣
，
る

.

が
豸
め

P

に
■

生
ず
る
弊
寄
は
：女
子
勞
：働

罾
.の
M
-
0
の一低

辑
な

.

る
.

R

伴
ぅ 

弊
害
，：に
比
較
し
て
、®

る

も

の

あ
る
を
：
知
ら
す
"否

男

子

が
家

.

長
士
し
て
、家
.計

を

維
持
す
る
責
任 

を
有
す
る
の
點

i

ぅ
見
，
れ
ば
、
其
賃
銀

の
低
廉
な
.る

は

家

針

に

依

賴

す

る

總

て
の
人 

な
る
影
響
を
及
ぼ
す

¥

く
、隨
て
賃
銀
を
生
活
の
或

‘

る-限
度
に

相
當

.

せ
し
む
る
の

a

 

持
す
る

.

.

政
策
を

M

し
き

名
0

と
す
れ

ば
、家
長
た
る

^

子
の

m

m

I;
:之
を
適
用
す
る 

し

道

な

6

^

ビ、
せ
ざ
る

)

可
か
ら
，す
。

合

衆

國
0

谷
.

州
に
於
て

*

.

低
®
鍊
に
關
す
る 

妙
• b

:
/ a

る
..は
、斯
る
便
，宜

的

見

解
の

行
.

は
る
、
は
至
れ
る
結

.

果
な

^

 

g

す
可
，
し
。

■: 

,
'.
:/
:'
E

:

'

,

•

,

:

.ベ'

'.
.
-
: 

^
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^
盤
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ニ
ニ
一
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諭
説
合
衆
國
の
最
低
货
：銀
制
度
か
論
じ
て
够
民
卯
妞
1!
及
ぶ 

鲂
ニ
跋

令
に
不
利
. 

に
於
て
維
 

ば
、最
も
；正 

立
法
の
進

七
九
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四
怨(

1

三
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論

m

合
衆
國
の
最
低
贺
銀
製
ル
論
じv

移
民
問
題
に
及
ぶ
.

第
！
i
 

A
O

然
ら
ば
最
低
質
餵
は
如
何

^'
る

歡

準
に
依
て
、之
を
算
出

す

可
さ

か
、̂

又
法
律

.は
：最 
'低
.賃
銀 

一
 

に
對
し
て
、如.何
な
^
解
釋
を
下
す
可
き
も
の
な
る

か

、次
に

®

る
.
.間
題
な

^V。

蓋
し
会
赀
國
の

 

一
 

如
き
、經

濟
事
情

は
，勿

.論
國

民
生
活
の
狀
況
に

翁

劇
の
變
動
を
生
ず
る
國
に
於
て
、法

#

を
以

て
 

f 

. 

畫

一
に
生
活
の
標
準

.點
を
決
定
し
、之
に
’相
當

す
る
賃
銀
の
最
低
额
を

'公
楚
す
る
が
如
き
は
、容 

一
 

爲
の
策

^

非
ず
隨
て

用
謂

フ
ラ

ツ
卜

、レ

1
ト

制
は

ク
ー
タ
、ア
1
力
ン
サ

ス
の
兩
州
士
行
は

 

一

:;
:
ゝ
る
>.
に
此
ま

\

廣
く

^

I 

ー
日
七
十

3£
仙
、不
熟
線
の
成
年
女
子
に
對
し

^

は
一
日
九
十
仙
、熟
鰊
あ
る
成
年
女
子
に
對
し

 

く 

.

:

•て
は
ニ
弗
二
十
五
仙

‘の
割
合

^
 ̂

ン
サ
ス
州
に

.於
て
は
、激
練
勞
働
潘
に
對
し
て

 

一
 

一
日

I

弗
ニ
十

a：
仙
、六
個
月
以
下
の
經
驗
を
有
す
る

^

過
？
ざ
る

‘女
子
に
對
し
て
は
、

一
日
一

.

郎
の
割
合
を
以
て
，靈
一
的
顏
低
賃
銀
を
法
定

'し
た
れ
上
も
、斯
る

#

一
的
公
定
は
咎
槌
の
產
樂

, 

::
若
し
く
其
所
在
地

」

に
於
て
相
違
す
る
事
情
に
適
靡
し
て
、賃
銀
を
決
定
す
る
に
困
難
な
る

I

 

I

 

力
れ
ず
。
玆
に
於
七
か
、少

4

,
ス
'
〒
ン
シ
シ
.州
の
如
く
、最
低
賃
銀
；法
に
於
て
は
、域
に
最
低
®

鈒 

ブ 

:

を
以
て
‘勞
働

«

並
.に
.勞
働
著
に
附

M

す
る
家
族

に

對
し
、生
活
土
の
必
要
な
る
亨
樂
を
保
_
す

る
に
足
る
の
程
度
に
於
て
定
め
ら
れ

*
.る
勞
働
の
報
酬
な

i
 

S
し
、一
方
に
法
律
に

•於
て
は
、所

謂「

生
活
上
の
必
要
な
る
亨
樂

」

に
就

V

說
明
せ
ず
、總
て
其

’

決
定
を
産

.

業
委
貫
會

.

に
委
ね
、逢
.業
委

ft
;

#
は
調
畓
に
關
し
て
有
す
る
權
限
の
下
に
、公
衆
若
し
く
は

.利
寄
關
係
.者
を
召
喚
蜜
間
し
不

.
-

利
の
狀
況
に
在
る
職
業
を
類
別
し
、賃
銀
の
低
廉
な

る

勞
攀
者
の
爲
め
に

^

活
の
.標
準
に
相
當 

す
る
賃
銀
を

•

決
定
す
る
權
能
を
：有
す
る
こ
ビ

 

> 

し
お
り
。
而
し
て
千
九
百
十
ニ
年
マ
ッ
サ
チ 

:

ユ
ー
セ
ッ

、
州
に
於
て
制
定
せ
ら
れ
た
る
最
低
賃
銀
法
も
亦
ク
ヰ
ス
コ
ン
シ

V

州
に
於
け
る

' 

,

■;
 

V 

- 

.
' 

.-

.
 

.

ビ
同

1

の
主
義
に
：據
れ
る
も
の
に
し
て

•

賃
銀
の
低
廉
な
る
支

■

に
對
し
て
、法
律
は
公
衆
を
保 

護
'

せ
ざ
る
可
か
ら

t
ビ
し
、一
方
に

.

賃
銀
の
低

*

な
る

.

贫
狒
を

以

て
、生

、«

に
必
惡
な
る
费
用
を 

供
給
し
、且

o

v

勞
働
萆
の
健
康
狀
態
を
支
持
す
る
に
不
適
當
な
る
も
の
な
り
ど
し
た
る
が
、法
：律
 

は
®

銀
の
额
に
就
て
は
、何
等
；の
規
定
を
設
け
ヤ
、最
低
賃
銀
乘
員
會
を
組
織
し
、同
委
員
會
に
於

V 

:
 

.

セ
、賃
銀
の
不
法
に
低
廉
な

-C
V

と
認
め
た
る
事
業
に
限

.

&
、賃
銀
局
の
設
立
を
命
じ
、间
局
の
建
言

A
V

す
る
所
に
據

て
、委

員

會

自

：ら
最
低
賃
銀

.

を
決
定
す
る
の

.

方

法
に

出

で

/2
5

,

0

:
合

衆
.國
に
於
て

d

斯
.

の.如

く

法
#
を
以

て
、直
接

に
最
低
賃
銀
を

公

定
す
る
の
方
法
を
行
は

一
.
.
.
-
. 

: 

•

ず
、寧
ろ
委
眞
會
の
決
定
に
之
を
委
す
る
の
方
針
に
出
で
た
る
が
、然
も
#:員
會
は
此
決
定
を
爲 

す
に

就
て
、如
何

な
る

標
準
に
據
ら

ん
V

J

す
る
か

’

此
點
に

就
て

は
、從
來
機
々
の
.調
査
の
行
は
れ

四
卷

(

ニニ三

)

論
訊
衆
國
の
最
低
赏
銀

_

度
か
論
じ
て
移
民
問
座
，し
及
ぶ 

第

二

號

八

》
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合
衆
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敦
最
偷
實
銀
制
度
を
管
：

$

思
問
姐
に
及
.ぶ
:
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八ーー
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f..lr
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.

\

.

.

.

. 

. 

- 

.

ぐ

V 

た
る

-も
の
あ
办
。
其
ニ
玉
を
擧
げ
ん
に
，ス
ト
レ
ィ
ト
フ
解
北

_0:
/J
V

p
會
に

.於

y
、
:I
E
、常
：な
る
生

.

-
—
■ 

r 

. 

t
v
. 

* 

.

.
活
狀
態

.を
維
持
す
る
の
费
用
を
年
额
六
百
五
十
典
ゼ
し
た
る
が
如
，き、チ
：ャ
ビ
ン
が
紐
育
に
於

 

L
.

 

け
.る
生
活
锻
を
：年

«*
八
百
弗
ビ
し
た
る
奴
如

.き
、其
重
な
る
も
の

'
な
る
が
、
51
に
移
住
民
姿
.員
會

.

.

.ブい■:
 

I 

-

.

が
製
，造

業

並

に

鑛

山

業

に

從

事

す‘る
內
外
風
勞
働
者
の
家
钋
に

.
就
•
て
調
，査
し
た
る
所
に
據
れ

yr
:
:
:
.

...

. 

.
1 
,
■
■
i
: 

, 

■ 

■ 
:

:

. 

.
 

9
.

.

:

:

ぼ
、移
住
民
に
し
'て
相
當
の
狀
態
に
於
て
、生
活
す
る
に
は
、年
额
七
西
ニ
十

一

卵
の
.收
入
を
，要す

.

.

.

. 

.

.

. 

.•

一：.

!

V
J

し
た
办
。
然
ら
ば
實
際
：に
彼
等
ば
之
に
相
應
す
る
所
得
を
收
め

0

、
あ
ら
や
ど
云
へ
ば
、決

' 

_ 

し
て
然
ら
す
。
所
得
の
多
き
も
の
に
し
て
六
西

.

_

の
上
に
出
で

^

る
.

と
共
に

1

少
な
き
も
の
太

■一

ノ
.. 

■ 

. 

- 

, 

.

.

.

. 

: 

.

.

.

.

.

.

.

.

一
.
，..

■V
s

r

f

に
違
せ
す
：年
，齡
十

A

歲
の
.女
子
に
し
て
一
年
の
所
得

I'j

W

三
t.
九
#

u
s'
ぎ
ざ
る

も 

一

.

の
す
ら
あ
り
。

:
一
果
；し
七
然
ら
ば
不
熟
練
勞
働
者
の
賃
銀
：が
適
當
な

:
所
に
應
ず
る

に

足

ら

：す
、所
犸
：の
不
充
分
な
る
爲
め
に
*肉
®

を
毀
傷
す
る
は
勿

論

所
得
•か
衣
食

 

:

:
住
三
者
の

3?
求
を
充
：す
に
足
れ
み
と
す
る
も
、此
以
外
に
知
識
的
精
神
的
生
活
を
營
む
に
何
も

 

の
を
も
剩

3

く
る
：の

狀

況

は

頗

る

明

瞭

な

ぅS

せ
ざ
る
可
か
ら
す
。
斯
る
狀
況
を
救
濟
す
る

 

.
I 

: 

k
,
最
低
賃
銀
公
定
法
を
以
て
す
る
は
、却
何

.な
'̂
理
.論
上
の
根
據
に
甚
く
も
の
な
る
か

O

薇
し 

.
： 

最
低
質
銀

0'
制
度

/2
る
、決
し
て
新
奇

0

事
に
哪
ず
、勞
働
組
合
の

.定
：̂

る
.標
«

賃
銀
の

.如
き
も
，

# -

紐
合

'

,

; 1

务
條
教

0

(|
1

]
^,
最
怔
贤
銀
を

® :

む
な

も

の
.に
外
な

&■
•

ず
p i

法
外
に
赏
銀
の
低
脈 

:

な
ら
：：ん

y

す
る
勞
働
考
に
對
し
て
、賃
銀
率
に
一
定
の
限
界
を
設
け
ん
ヒ
す
る
の
點
に
於
て
、多 

::
'•少

の

栩

逄

あ

る

を

鄹

む

可

く

、斯
ぐ
て
最
低
賃
銀

f

公
定
の
爲
め

S

働
*
の
競
爭
す
る
領
域
を 

:

制
限
す
：る

V
J

雜
■
.

も
、競

^

其
も
の
を
廢
絕
す
る
に
非
す
。恰
も
工
場
法
に
於
て

# j

生
、淸
潔
、通
風
.勞 

.

働
時
間
の
.標
準
を
限
走
ず
る
も
の
ビ
«
葸
に
於
て
異
な
る
所
あ
る
を
知
ら
ざ
る

& 
P
O

最
低
賃
銀
公

'E
の
紹
果

v
j

し
て
、

其
實
施

ビ
.同
時
に
發
生
す
る
所
は
標
準
以
卞
の
貨
銀
を
以 

て
威
年

勞
働
潘
の
職
業

^

:就
く
も
の
な
き
に

至
る
の

一

事
I

O

.
固
ょ

b

從
來
檫
準
以
下
の 

'

«

銀
を
以
て

#

働
し
た
る
者
が

'

直
に
職
業
を

.

失
ふ
に
非
ざ
る

^

J

共
に
、斯
る
勞
働

*

の
賃
餵
：亦 

必

中

し

も
最
低
限
度
に
引
上
げ
ら

る

、
に

.

も
非
ず
。

.

或
る
勞
働
考
は
賃
銀
增
加

の

利
益
に
浴 

す
可
ぐ
、他
の
勞
働

I

職
f

失
5

可
く
、要
す

i

に
幡
殊
鳞
働
|

能
率
と

§

勞
働

f

 

對
ず
る
肅
耍
の
性

' ®
.
i

に
依
て
，定
ま
る
も
の

S

す
可
し

9

:

喺
玆
に

#

低
：賃
鈒
を
決
定
し
、之
を 

產
業
に
適
用
す
る
に
：當
ら
て
，困
*
を
生
ず

る
は
、最
低
貨
銀
を
適
用

'

せ
‘

ら
.

令

、
摩
業
に

從
•
す 

る
勞
働

者

の
間

^

、褪、ャ
の
異

*;
:

れ

る

生

へ

活

の
_

準
點
存
在
し
、根
宜
に
競

#

し
つ
、
あ
る
場
合 

是
缈
な

り
。

即
ち
勞
働
蒋
に
幾
多
の
部
類
あ

b

、而
し
て

娃
等
諸
部
類
に
於
け
る
勞
働

满
が
總

第
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四
怨
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三
六

)
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說
合
衆
阈
の
最
慨
煲
維
制
思
論

•

じ
.て
移
说
間
蹑
に
及
ぶ
第
ニ
號
八
四

| 

.

て
铜
一
の
能
率
を
有
せ
ざ
る
場
合
に
，
一、
率
の
，標
«

に
、依
て
着
碟
«

#
钇
適
用
せ
ん
か
、能
*

の
.

.

I 

、
,

大
I

る
產
業
を

#

續
せ
'
し
む
る

S

典
に
、其
小

.な
'
る
康
桊
を

.斯

.界
ょ
；り

^

^

^
る
の
結

.张
を
：生へ
 

f 

せ

ざ
る
を
得
ず

。
' 

或
は
之
を
以
て
一
國
に
ス
ユ
ッ
チ
ン
ダ
の
跡
を
絕
ひ
所
以

な

P
ビ
す
る

_
 

一
 

；
_
.
:
■:
:省
あ
る
や
も
知
る
可
か
：

&

ず
と
雖
も

、
^
^
 ̂

V

グ
の
廢
縣
と
產

.槳
其
も
の
，
、
禁
北
と
：は
全
：

I、 

，':
:.
:;
然
別
個

：

の
陬
題
な

&
、產
業
は

.之
を

_

續
し
、唯
其
產
業
に
附
着
し

^

ス
エ
ッ
チ
ン
グ
の
'分
子 

 ̂

, 

‘ 
：
'

を
除
却
す
る
を

;̂
る
の
道
あ

^,
ビ
せ
ん
が
、一
國
の
立
法
者

*

る
も

.の：は

JE
に
之
を
求
め
ざ
る 

{： 

,

■
:

可
か
ら
す
。
此

«

の
間
顧
は

.
ヴ
斗
ク
ト
タ
ァ
殖
民
地

.
の
.家
具
製
作
業
に
於
て
、支
那
人
勞
働
潘 

一
 

の
使
役
せ
ら
る
、
も
の
多
&

爲
：め
.
に
、白
人
勞
働
者
の
爲
め
に
公
定
し
た
る
最
低
賃
銀
.率
を
全 

一
 

.
部

の

家

具

製

作

業

に

適

用

す

る

を

可

な

&
 
^
す

る
.
.や
否
や
に
就
て
、議
論

.を
惹
起
し
た
る
が
、則

一
の
事
情
は
合
：乘
國
に
於
て
之
を
見
る
の
甚
だ
し
き
ち
の
あ
ト
。
即
ち
合
衆
國
の
諸
エ
業
に 

-
從

：

事
す
る
勞
働
者
：办
間
に

^
.活
櫸
準
の
：異
な
る
冬
の
多
き
は
、著
明
の
事

.實
な

.る
の
み
な
ら
ず
、
 

( 

备
人
秫
間
に
於
け

5
分
業
恶

^〜

は
職
業
分
布
の
相
逾
に
伴
ぅ
賃
龈
の
高
低
も
亦
著
し
き
も 

 ̂

,

の
ぁ

^

現
に
前

^
歡
住
民
婆
員
會
の
報
吿
書

^
據
る
に
年
额
五
西
挪
以
下
の
所
得
を
以
て

' 

，

：
'
. 

勞
働
す
る
％
の
议
、黑人
家
族
中
に
五

_
九
分
六
琿
あ
ぅ
、外
國
出
法
潑
矽
家
孩
中
に

1
1糊

1.分1

六
厘

あ
る

に
反

し
、
外
：
國
人
殊

^
北

西
歐
洲
諸
國
人
を
父
系
に
.有
す
る
勞
働

*

ヤ
に
は
プ

m
A 

分
、
合
衆

國

土
着
の
：白

哲

人

を

，父

.系：.に
有
す

る

.勞

働

孝

中に
は
一
割

五
分
七
厘
の
少
數
に
止

 ̂

る

Q

事
*

あ
り
。

：

故
、：に
：

■

合
衆
國
に
於
て
斯
る
生
活
標
準
の
低
き
、又
勞
，働
能
率
の
劣
れ
る
外
國 

人
稱
に
對
し
て
，合
衆

® '

自
身

.に
，適
應

.

す
る

と
認

む
る

生
活
標
準
の
賃
銀
率
を
適
用
す

る
こ
と 

は
、同
時
に
內

國
に

於
け

る

幾
多
の
職
業

'

ょ
.
i

數
の
外
國
人
を
排
斥
す

る
は

M

る
所
以
た
ら

:
.
,
:
' 

: ; 

:

-
:
:
'.
: 

ノ 

. 

. 

:

ざ
る
を
得
ず
。
外
國
人
が
合
衆
國
に
移
住
し
來
办
た
る
後
に

^

勞
働
上

_

に
於

け

る
'
能

率

が

進
 

參
し
て
‘內

國

勞

爾

者

ヒ

同

ニ

の

程

度

に

達
.

す
れ
ば
、何
等
問
題
を
生
ず
る
の

餘

地

を
存
せ
ず
ど 

雖
も
、其
能
準
依
然

t

し

v

劣
I

等
な
る

#

合
に
、最
低
賃
銀
法
の

0行
せ
ら
る

，

こ
ビ

あ
ら
ん
か
、
 

:

事
業
主
は
最
低
賃
舞
を

^

拂
つ

.

て、其
賃
銀
额
に
相

.

當
す
る
能
率
を
有
せ
ざ
る
外
_
移
住
民
を 

「

使
俯
す
；る
を

.

好
ま
ざ
る
や
、知
る
可
き
の

み
。
即
ち

外
國
殊
に
東
洋
諸
國
の
.'移住
民
は
合
衆
國

に
於
て
，勞
働

M

合
の
標
準

;

^

す
る
能
力
を
有
せ

ざ

る
こ

€. 

>
人
種
土
の
僻
見
と
に
依
て
、勞
働

' 

..... 

.

.

.

.

.

.

- 

« 

-

組
合
に
：加
入
す
る
能
は
ず
、而
し
て

.

最
低
賃
銀
制
度

0

實
行
は
事
*
_
を
し
て
彼
等
の
使
傭
を 

拒
絕
，せ
し
む
る

©

理
r i
l

た
る
の
觀
あ
る

.

を
免
か
れ
ざ
る
な
ら
。
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ど
も
之
を
全
體

R

就

て
見
れ
ば

*

低
賃
銀
法

Q
.

制
寧
は

},

般
0

勞

働

翁

階

級
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^
種
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’

の

利
益
を

窳

す
は

至
へ
る
可
し
。
第
. -

一'
立
法
に
'依
セ

最
低
：生
：.飯
德

.準

は

相

當
す

る
舞

銀
を
決
定 

”
■

.

.す
る
ビ
き
は
、勞
働
者
中
，最
貧
無
援
の
狀
態
に
居
る
著
を
し
て
富
裕
に
し
て
又
勢
力
あ
.る
み
動 

す
 

:

者
の
任

.

意
的
圏
體
を
通
じ
て

〗

收
む
る
利
；益
に
與
ら
し
む
る
を
得
べ
：し
。
固
ょ
办
有
力
な
る
勞 

I
.

)

, 

働
紙

合
'

は
組
合
段

B

0:
勞
働
者
に
對
し

V
、

法
#

所
定

の
最
低

賃

銀
並
に
勞

.働
時
間
の
_
歧
こ
丨 

t

 

依
て
與
ふ
る
ょ

>

も
、
大
な
る
利
益
を
與
ふ
る
を
得
べ
し

S

雖
も
、ス

エ
ッ
チ

ン

グ
R

苦
し
め
ら 

I
:

'

る

、
勞
働
遨
の
如
き
、斯(

る「

利
益
に

洛
す
る
能
は

ず
。
又
時
に
圓
體
を
祖
織
ず
る
も
、其

利

益

’

I
'

 

-

張
t

る
.の
勢
力
を

.有
せ

^

：
な
ぅ
。

然
ら
ば
法i

r
k

依
て
最
低
賃
銀
を
定
め
、又
勞
働
の

|

般 

7:
:
的
條
仲
を
律
す
る
は
、之
を
私

(

人
の

11
'

體
に
.託
す
る
ょ
り
も
、特
.殊
0.
讀
級
の
橫
暴
な
る
處
置

'̂
/

一
 

對

し

て

、
公
，
共

の

利

益

ー

を

保

識

，
す

.る
所
以
た
る
可
し
。
第
ニ
法
律
を
以
て
、最
低
貨
银
的
度
を
設 

; 

け
た
る
以
上
は

.同
：時
に
勞
働
不
適
教
と
失
業
考
ビ
の
間
に
相
當
の
區
別
を
爲
さ
-
る
可
か
ら 

’

.

::

ず
。
：蓋
し
最
低

f, 

銀
の
最
低
額
一
定
し
之
に
安
：ん
す

る
を
得
ベ
し
と
雖
も
、勞
働
不
適
者
.に
至
つ
て
は
、吣
最
低
鸷 

一，

; 

銀
帑
に
*
當
す
る
能
率
を
供
へ
^
る
者
な
る
が
故
に
、動
も
す
れ
ば
法

#

の
規
定
に
反
し
て
、最

I

 

.低

額

令

s
f
x

甘

言

S

■

县
ら
ん
と
す
可
く
此
弊
を
裳
ん
答
る
に
暴
：る

,

輩
.に
對
す
る
救
貧
上
：の
施

?

完
備
せ
ざ
る

.

可
か
ら

す

ノ

第
三
從
來

一

部
の
勞
働
潜
，が
職
業 

を
求
む
る
や
、低
廉
な
る
貨
鈒
に
安
ん
す
る
乙
と
を
有
力
な
る
现
由
ビ
し
•事
業
主
亦
勞
働
遛
の 

弱
點
に
乘
じ
、

1 «
*

#

,

る
限
う
、

®

低
の
貴

«

を
以
て
、契
約
を
鲒
ぶ
を
可
な

h

 

V
J

し
^
れ
ど

も

、
*

.

低
賃
：飯

制

度

實

行

0 .
瞵
に
は
、斯
る
取
引
の
方
一
法
は

.

到
底
行
は
る
可
か
：ら
ず
。
勞
働
翁
は
賃
銀

..
 

.......

/
 

. •

 

-

0;

低
靡
を
競
は
ず
し
て
、熟
練
の

.

程
度
、能
率
の
如
何
.を

爭
う

と
共
に
、事
業
主
亦
勞
働
#
を
し
て

: 

. 

.

充
分
の
能
力
を
發

#

せ
し
め
、又
斯
る
生
產
せ
ら
れ
た
る
物

'

資
の
販
路
を
得
る
に
就
て
、全
*
を 

盡
す
に
至
る

.

の
道
理
な
り
：。
唯
斯
の
如
く
最
低

«

銀
の
制
定
と
勞
働
能

.

率
の
上

M

ビ
相
伴
う 

举合
に

...

は
、甚
だ
可
な

&

 

€

雖
も
、兩
者
の
離
反
し
た
る

e

き
に
は
、最
低
賃
銀
法
は
大
な
る
缺
陷 

-

を
現
は
さ
：
ぐ
^

を
，得
ず
。
蓋
し
賃
銀
は
終
局
に
於
て
、能
率
に
依
る
可
き
も
の
な

>

9

0

最
低
賃 

銀
法
の
制
宛
は
勞
働
锻
に
對
し
て
，彼
等
の

'

値
す
る
所
ょ
り
も
、多
く
を
彼
等
に
與
ふ
る
の
效
果 

あ
る
可
し
と
雖
も

'

勞
働

#

に
し

V

其
增
加
し

/
a

る
所
得
に
相
應
す
る
程
度

.

ま
で
、物
資
の
産
出 

高
を
増
殖
す
る
に
：非
：ざ

£

:

ば、彼
等
は
其

.

勞
働
に
對
し
て
、疋
當
に
値
す
る
所
ょ
り
も
多
く
を
社 

會
に

'

就
て
奪
取
し
つ
、
あ
る
も
の
ビ
云
は

.

ざ
る
可

.

か
ら
ず
。
玆
に
於
て
か
最
低
賃
銀
：の
公
定 

を
實
行
す

る

政
.

府
は
同
時
に

'

勞
働

'

能
率
の
最
低

#

準
'

を
維
持
す
る
の
：貴

#

を

員

う

，の

道

理

に
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論：
説
 

第二 

1

八
.
‘ 

し
て
斯
く
‘て
最
低
質
銀
の
.立
法
と
エ
業
上
の
敎
潦
声
は
同
時
に
相
併

#
:す
可
き

S

0

I

じ
、又
合
衆
國
の
如
き
外
國
ょ

i

住
民

S

來
す
る
.國

產

て
S

住
民
に
依
て
、下
級
勞
わ 

.
潜
の
供
給
を
制
限
す
る

0

手
段
に
出
で
ざ
る
可
か
ら
ず
。

最
低
賃
銀
の
公

®
,は
：必
ず
次
囘
國
際
勞
働
會
議
の
問
題
た
る
可

&

も
の
攻
り
。
合

k

國
次 

從
I

如
&

州
法
，を

_

最
低
賃
銀
制
度
を
全

.國
に
普
及
す
る
の
方
針
に
出
づ
る
や
、®
た
又 

國
法
を
以
て
、全
國
に

I

る

最

着

1

す
る
の
手
段

S

づ
る
や
，之
を
知

|

 

I

も
、同
國

s

i

低
賃
鍊
：制
度
の

S

る
、
風
潮
の

f

れ
.ば
f

 

J

隨
ひ
、泉
洋
移 

住
民
の
入
國
若
し
く

I

f

對
す
る
制
限
は
嚴
峻

S

ふ

る

之

5

ざ
る
可
か

I

 

我
國
が
第
一
囘
會

|

_

、|

特
殊
國
の
地
位
に

f

た
る
こ
"
は
將
來
の
對
外
移
民
幻 

M

i

 

^
 

r
 

^
 

^

 

m
 

^
 

M
 

 ̂
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§

 

 ̂

 ̂

 ̂

^
 

 ̂

K
 

に
第 

二 

囘
の
會
議
こ 

於
5

方
に

特

殊

國
の
地
位
を
株
守
す
る
具
に
、他
の
一
方
に

最
低
賃
銀

制
度
の
實

行
こ
壽 

職
す
る
が
如
き
こ

^

あ
i

ん
；が
、其
結
果
の
我
國
立
國
上
に
不
利
を
及
ぼ
す
も
の
大
な
ら
ざ
る 

を

揭

气

如
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